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新規加入料ゼﾛの携帯電話の取扱い

Q:最近は携帯電話の値引き販売をよく見

かけますし、新規加入料の徴収制度の廃止を

検討している業者もあると聞きました。

新規加入料を払わなくてもよくなった場合、

携帯電話については資産計上する必要はなく

なるのでしょうか。

ヱヘ：契約事務手数料のみを資産計上するこ

とになりす。

【解説】

税務上、携帯電話サービスを利用する権利

は電話加入権に準ずる権利として、新規加入

料と契約事務手数料とを資産計上することと

されています。

新規加入料がゼロとなれば、電話加入権と

して資産に計上するのは契約事務手数料の部

分だけとなります。取扱い上の変更は、当面

行われないようですので、契約事務手数料の

金額がたとえ少額であっても、現段階では資

産計上が求められます。

ただ、携帯電話の利用者数が現在も急増し

ており、その普及が著しいこと、また、契約

時に必要な諸費用の少額化がますます一般的

になるなどすれば、加入に要する費用を資産

とする捉え方自体が変わっていく可能性もあ

ると思われます。

また、最近の値引き販売で、新規加入料と

･契約事務手数料の部分までも代理店側が負担

する形で販売され、購入時にはまったく費用

がかかっていないような場合には、資産計上

する金額はないことになります。
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